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札幌市缶売払い要綱

令和８年２月 12日　環境局長決裁

（目　的）

第１条　この要綱は、びん・缶・ペットボトル収集事業において選別・保管された

缶を適正に売却することによって、清掃事業を効率的に行う上での自主財源を確

保するとともに、再生資源としての有効利用を図ることを目的とする。

２　缶を売却するに当たっての取扱いについては、札幌市契約規則等関係法令に定

めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

（定　義）

第２条　この要綱において「缶」とは、「スチール缶」及び「アルミ缶」をいう。

２　この要綱において「スチール缶」及び「アルミ缶」とは、容器包装リサイクル

法に基づく保管場所として指定された資源選別センターにおいて、プレス加工さ

れたものをいう。

（売払いの条件）

第３条　缶は、個人又は法人であって、次の各号に定める条件（別紙資料）のすべ

てを満たすことのできる者に売却するものとする。

　⑴　缶を、自ら再資源化又は再資源化を確実に履行できる者に引き渡すことがで

きることなど受入体制が確立していること。

⑵　本市が予定する缶売却量を、資源選別センターから確実に搬送できる人員及

び車両等を有していること。

⑶　缶の取扱いに関し法令上必要な資格を有していること。また、缶の搬出に当

たり、必要な有資格者及び機材等を有していること。

⑷　札幌市競争入札参加資格者として登録されていること。

⑸　次のいずれかに該当しないこと。

イ　役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与し

ている者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は営業所

（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者その他経営に実質的に関与
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している者をいう。以下この号において同じ。）が、暴力団（札幌市暴力団

の排除の推進に関する条例（平成25年条例第６号）第２条第１号に規定する

暴力団をいう。以下この号において同じ。）又は暴力団員（札幌市暴力団の

排除の推進に関する条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下この

号において同じ。）であると認められるとき。

ロ　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者

に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている

と認められるとき。

ハ　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与

するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関

与していると認められるとき。

ニ　役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用

するなどしていると認められるとき。

ホ　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

ると認められるとき。

へ　暴力団又は暴力団員に、この契約から生じる債権を譲渡したことが判明し

たとき。

（売払い条件確認申請）

第４条　缶の買取りを希望するものは、事前に、前条の売払い条件に適合すること

を証明する書類を添付して、缶売払い条件確認申請書（様式１）を市長に提出す

るものとする。

（売払い条件確認通知）

第５条　環境事業部長は、前条の規定に基づく申請があったときは、これを審査し、

第３条の条件に適合すると認められるものに対して、缶売払い条件確認通知書

（様式２）を交付する。なお、売払い確認通知書は、当該年度に限り有効とする。

（売却先及び価格の決定）

第６条　売却先及び価格は、一般競争入札により決定する。ただし、環境事業部長

が必要と認めた場合は、この限りでない。



8

（売払い契約）

第７条 契約は、前条により決定した売却先と締結するものとする。

２　契約期間は、原則として１月単位とする。ただし、環境事業部長が必要と認め

た場合は、この限りでない。

（売払い量の確認）

第８条　缶の売却量は、契約期間中に市内２か所の資源選別センターから搬出され

る量とし、その搬出量は、当該施設の計量所において計量した後、契約者にあっ

ては計量伝票により、本市においては計量データにより確認するものとする。

（売却代金の徴収及び納入の期限）

第９条　循環型社会推進課長は、前条に基づき算定した缶売却代金を調定し、納入

通知書を契約者に送付する。

２　売却代金の納入期限は、納入の通知をする日から 20日（当該日が土曜日、日曜

日又は国民の祝日に当たるときは、順次繰り下げた日）とする。

第１０条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は環境事業部長が定める。

附　則

この要綱は、平成 12年４月１日から施行する。

附　則

この要綱のうち改正部分については、平成 21年３月１日から施行する。

附　則

この要綱のうち改正部分については、平成 25年３月１日から施行する。

附　則

この要綱のうち改正部分については、平成 28年４月１日から施行する。

附　則

この要綱のうち改正部分については、令和３年 12月 1日から施行する。

附　則

この要綱のうち改正部分については、令和６年２月15日から施行する。

　附　則

この要綱のうち改正部分については、令和８年２月 12日から施行する。



（ 札幌市缶売払い要綱－様式１）

缶売払い条件確認申請書

年 月 日

札幌市長 上田 文雄

（ 申請者）

住 所

企業名

代表者 印

記

１ ○対象品目（ 希望する資源物の番号を で囲ってく ださい。）

⑴ スチール缶プレス

⑵ アルミ 缶プレス

２ 添付書類

添 付 書 類

ア 金属く ず回収業許可証（ 写）

イ 再資源化を行う業者の納入証明書、 納入契約書等

ウ 大型免許証（ 写）、 車両車検証（ 写）

エ 労働安全衛生法による技能講習修了証（ 写）

オ 貯留場所を確認できる図面等

カ 道・ 市民税納税証明書

キ 財務諸表（ 直近２ 期分）

ク 競争入札参加資格認定通知書（ 写）

その他

※ 当該申請に係る対象期間は、 年度分（ 年 月分まで）となります。

（ 担当者）

（ 連絡先） 電話： FAX：

備考 本様式は電子メールによる提出（ 押印不要） を可とする。 送信先等の提出

方法は札幌市の指示に従う こと。
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（ 札幌市缶売払い要綱－様式２）

札環循第 号

年（ 年） 月 日

（ 申請者） 様

札幌市環境局環境事業部長

缶売払い条件確認通知書

年 月 日付けで確認申請のありました標記の件について、 審査

の結果、 貴社が札幌市缶売払い要綱第３ 条に規定する売払い条件を有してい

ることを確認しましたので、 通知します。

記

１ 確認通知書の有効期間

年 月 日から 年 月 日まで

※ ただし、 札幌市缶売払い要綱第３ 条に規定する売払い条件を満たさ

なく なった時点でその効力は失われる。
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【別紙資料】札幌市缶売払い要綱第３条の売払い条件に適合することを証明する書類一覧

札幌市缶売払い要綱　第３条
（個人又は法人で下記を満たすもの）

提出書類項目 具体的書類
（準ずるもので可）

選定基準 備　考

⑴　缶を、自ら再資源化又は再資源化を
確実に履行できる者に引き渡すことがで
きることなど受入体制が確立しているこ
と。

⑵　本市が予定する缶売却量を、資源選
別センターから確実に搬送できる人員及
び車両等を有していること。

⑶　缶の取扱いに関し法令上必要な資格
を有していること。また、缶の搬出に当
たり、必要な有資格者及び機材等を有し
ていること。

⑷　札幌市競争入札参加資格者として登
録されていること。

⑸　要綱第３条第５号各細目に該当しな
いこと。

ア 金属くず回収業許可 金属くず回収業許可証
（写）

金属くず回収業許可必要

イ 再資源化を行う業者に引き渡
していること及び引渡量が確
認できる書類（納入の相手
先）

受入先の納入証明書、受
入予定確認書、納入契約
書等

再資源化を行う業者に納入実績が
あること又は、納入できることが
確実なこと。

ウ 搬送に当たっての車両及び人
員が確保できることを証する
書類

大型免許証（写） 〔搬送人員〕1種類につき２名以
上

委託も可能⇒
委託先の誓約
書（ただし、
委託先が本市
競争入札参加
資格者の場合
は不要）、資
格者免許証、
車両車検証

車両車検証（写） 〔搬送車両〕積載量１０トン程度
（ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ 8ｍ以下）２台以上
（20㌧ﾄﾚｰﾗｰは不可）

エ 積込みに当たっての必要な資
格者及び機材が確保できるこ
とを証する書類

労働安全衛生法による運
転技能講習修了証（写）

〔フォークリフト〕運転技能 2名
以上

オ 貯留場所が確保できることを
証する書類

図面、借地証明等 ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ概ね 1,000㎡以上

カ 納税証明書（法人市民税等） 納税証明書(道・市民税) 税の滞納がないこと

キ 財務諸表（直近２期分） 財務諸表（写）２期分
法人の場合⇒貸借対照
表、損益計算書、余剰金
処分計算書

ク 競争入札参加資格認定通知書（物品・役務）（写）



（缶売払い－様式１アルミ缶）

百万 拾万 万 千 百 拾 円

（あて先）

住所

氏名 印

代理人 氏名 印

入札者

札幌市長

入　　　札　　　書

令和　　年　　月　　日

遵守し、入札します。

入札金額
（１トンあたり）

件　名 　　缶売払い（アルミ缶　　月分）

　上記の金額で買い受けたいので、仕様書等の書類を熟覧のうえ札幌市契約規則等を
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（缶売払い－様式１スチール缶）

百万 拾万 万 千 百 拾 円

（あて先）

住所

氏名 印

代理人 氏名 印

入札者

札幌市長

入　　　札　　　書

令和　　年　　月　　日

遵守し、入札します。

入札金額
（１トンあたり）

件　名 　缶売払い（スチール缶　　月分）

　上記の金額で買い受けたいので、仕様書等の書類を熟覧のうえ札幌市契約規則等を
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（缶売払い－様式２） 

委 任 状 
 
 

令和  年  月  日   

 

 （あて先) 

 札幌市長 

 

                      住 所 

                  委任者 会社名 

                      代表者              印 

 

 

 件 名（該当件名に○印をおつけ下さい） 

    ・ 缶売払い（アルミ缶） 

・ 缶売払い（スチール缶） 
 

 

 私は、上記の入札に関する一切の件を下記代理人に委任します。 

 

 

                    記 

 

 

                   受任者 氏 名             印 

 

 

 

備考１ 代理人（受任者）の印は、入札書に使用する印と同一の印を押印すること。 

  ２ 委任状の訂正は、委任者の印鑑で行うこと。 
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（缶売払い－様式３） 

  

質 疑 応 答 書 
 

（あて先）札幌市長 
住    所 
商号又は名称 
代表者氏名 

                 電話番号        FAX 番号 
 
（件 名） 缶売払い（  月分）                                   

 
質 問 事 項 回     答 
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【記載方法】（缶売払い－様式１）※アルミ缶・スチール缶共通

百万 拾万 万 千 百 拾 円

（あて先）

住所

氏名 印

代理人 氏名 印

入札者

札幌市長

入　　　札　　　書

令和　　年　　月　　日

遵守し、入札します。

入札金額
（１トンあたり）

件　名 　缶売払い（アルミ缶  月分）または（スチール缶　月分）

　上記の金額で買い受けたいので、仕様書等の書類を熟覧のうえ札幌市契約規則等を

希望金額の100／110の数字を記載してくだ

さい。（１トンあたりの金額です。）

日付は、入札書を記載した日付で記

載願います。
※開札日ではありませんのでご注意
ください。

会社の住所、会社名、代表者名を

記載して捺印してください。

入札１回目から代理人が入札を

行う場合には、代理人名を記載
して捺印してください
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【委任状記載例】（缶売払い－様式２） 

  

委 任 状 
 
 

令和  年  月  日   

 

 （あて先) 

 札幌市長 

 

                      住 所 

                  委任者 会社名 

                      代表者              印 

 

 

 件 名（該当件名に○印をおつけ下さい） 

    ・ 缶売払い（アルミ缶） 

・ 缶売払い（スチール缶） 
 

 

 私は、上記の入札に関する一切の件を下記代理人に委任します。 

 

 

                    記 

 

 

                   受任者 氏 名             印 

 

 

 

備考１ 代理人（受任者）の印は、入札書に使用する印と同一の印を押印すること。 

  ２ 委任状の訂正は、委任者の印鑑で行うこと。 

委任を受けた日付を記載してください。 
※ 入札１回目から委任を受けた場合は、入

札1回目に記載した日付以前の日付 
※ 開札日に委任を受けて立会する場合は開

札日の日付 

該当する件名に「○」印をつ

けてください。 

代理人の名前を記載し捺印してください。 

会社の住所、会社名、代表者名を記載し

て捺印してください。 
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【質疑応答書記載方法】（缶売払い－様式３） 

  

質 疑 応 答 書 
 

（あて先）札幌市長 
住    所 
商号又は名称 
代表者氏名 

                 電話番号        FAX 番号 
 
（件 名） 缶売払い（  月分）                                   

 
質 問 事 項 回     答 

                      

                                                                                                              

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                                            

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                                    

                     

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                                       

                      

 

会社の住所、会社名、代表社

名、電話番号、FAX 番号を記載

し、質問事項を記載のうえ、

契約担当部局にファックスし

てください。 
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単価契約書（缶売払い） 

 

単 価 契 約 書 

 

 

物 品 名 アルミ缶又はスチール缶 

 

   上記の物品の売払いについて、札幌市（以下「発注者」という。）を売主とし、 

             （以下「受注者」という。）を買主として、次のとおり 

売買契約を締結する。 

 

 

１ 契約単価    １トンにつき金         円 

ただし、契約単価は、消費税及び地方消費税の額を含まない金額である。 

 

２ 売払いの概要  発注者は、缶の収集事業により、選別・圧縮されたアルミ缶

（又はスチール缶）を売払うこととし、受注者は、発注者の

指示に従いその全量を引き受けるものとする。 

 

３ 契約期間    令和  年  月  日～令和  年  月  日 

 

４ 引取期限    発注者の指定する時期 

 

５ 引渡場所     中沼資源選別センター(札幌市東区中沼町 45-24) 

 駒岡資源選別センター(札幌市南区真駒内 129-30) 

 

６ 契約保証金   「免除」又は「金    円」 

 

７ その他の事項  別添契約約款のとおり 

 

 

この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印の

うえ、各自１通を所持する。 

 

 

   令和  年  月  日 

 

 

            発注者  札 幌 市 

                 代 表 者 市長 秋元 克広 

 

            受注者  住 所 

                 商号又は名称 

職・氏名 
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物品－第 42 号様式 物品売払い単価契約約款（令和４年８月 10 日施行） 

札幌市物品売買単価契約約款 

 

（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、契約書記載の物品（以下「物品」という。）の売買契約に関し、

この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基づき、仕様書（設計図、見本等を含む。以下同

じ。）に従い、この契約（この約款及び仕様書を内容とする物品の売買契約をいう。以下同

じ。）の履行にあたって適用される法令を遵守し、これを履行しなければならない。 

２ 受注者は、発注者からの引取依頼に基づき、発注者が都度指定する引取期限までに物品を

引取ったうえで、その売買代金（契約単価に第５条の確定数量を乗じて得た額に、第４条の

物品の引渡し時点における消費税法（昭和63年法律第108号）及び地方税法（昭和25年法律

第226号）に定める率を乗じて得た額を加算した額をいう。以下同じ。）を支払うものとする。 

３ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 

４ この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

５ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

６ この約款に定める承諾、請求、催告、表示及び解除は、原則として書面にて行わなければ

ならない。 
（契約保証金） 

第２条 受注者は、この契約の締結と同時に契約保証金を納付しなければならない。ただし、

発注者が、札幌市契約規則（平成４年規則第９号）第25条の規定に基づき契約保証金の納付

を免除した場合は、この限りでない。 

２ 前項の契約保証金の額は、契約金額（発注者があらかじめ示した予定数量に契約単価を乗

じて得た額に、当該金額に消費税及び地方消費税の額として契約を締結した時点において適

用される税率を乗じて得た額を加算した金額のことをいう。以下同じ。）の100分の10以上と

しなければならない。 

（権利義務の譲渡等） 

第３条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させて

はならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

（引取期限等） 

第４条 受注者は、発注者から物品の引取依頼の通知があったときは、遅滞なく発注者が指定

した場所で引渡しを受けるものとする。 

２ 物品の引取りに要する費用は、受注者の負担とする。 

（数量の確定） 

第５条 仕様書の定めによるほか、発注者から受注者へ指示があった場合は、公認の計量証明

事業所に備えられた計量器又は発注者の指示した方法で計量した物品の数量をもって確定

数量とする。 

（売買代金） 

第６条 受注者は、売買代金を発注者の指定する方法及び支払期限内に支払わなければならな

い。 

２ 受注者の責めに帰する事由により前項の支払いが遅れたときは、その未納分について期限

満了の翌日から起算して支払済みの日までの日数について、札幌市債権管理条例（平成24年

条例第３号）第８条の規定に基づき計算した額を違約金として発注者に支払わなければなら

ない。 

（物品の引取遅延の承認） 

第７条 受注者は、物品の引取りについて、天災その他の受注者の責めに帰することができな

い事由により引取遅延のおそれがあるときは、直ちにその事由を発注者に届け出て遅延の承

認を求めなければならない。 

（危険負担） 

第８条 第４条の引渡しの前（第７条の規定に基づき遅延の承認を受けた場合は、当該承認後

の日における引渡しの前。）に生じた物品の亡失、き損等は、すべて発注者の負担とする。 

（契約不適合責任） 

第９条 受注者は、物品の引渡し後、物品に種類、品質又は数量に関して仕様書等の内容に適

合しない状態があるところを発見しても、発注者に対し履行の追完、売買代金の増減及び損

害賠償並びに契約の解除を請求することができない。 
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（談合行為に対する措置） 

第10条 受注者は、この契約に係る入札に関して、次の各号の一に該当したときは、契約金額

の100分の20に相当する額を発注者に支払わなければならない。契約期間が満了した後にお

いても、同様とする。 

(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第49条に規定する

排除措置命令（排除措置命令がされなかった場合にあっては、同法第62条第１項に規定す

る納付命令）が確定したとき。 

 (2) 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が刑法（明治40年法律第45号）第96条の６の

規定に該当し、刑が確定（執行猶予の場合を含む。）したとき。 

 (3) 前２号に規定するもののほか、受注者又は受注者の役員若しくは使用人が独占禁止法

又は刑法第96条の６の規定に該当する違法な行為をしたことが明らかになったとき。 

２ 前項に規定する場合においては、発注者は、契約を解除することができる。 

３ 前２項の規定は、発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。 

（事情変更） 

第11条 この契約締結後において、市場価格に著しい変動があった場合は、発注者と受注者と

が協議のうえ、契約単価の変更を行うことができる。 

（契約の解除等） 

第 12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてそ

の履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。た

だし、その期間を経過したときにおいて、当該不履行が、この契約及び取引上の社会通念に

照らして軽微であるときは、この限りでない。 

(1) 支払期限までに売買代金の全部又は一部を支払わないとき。 

(2) 前号の場合のほか、この契約に違反しているとき。 

２ 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすること

ができる。 

 (1) 売買代金の支払いが不能であるとき。 

 (2) 売買代金の支払いを拒絶する意思を明確に表示したとき。 

 (3) 売買代金の一部の支払いが不能である場合又は売買代金の一部の支払いを拒絶する意

思を明確に表示した場合において、残存する履行済み部分のみでは契約の目的を達する

ことができないとき。 

(4) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなけれ

ば契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその

時期を経過したとき。 

(5) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項及び第２項の規定により

一般競争入札に参加することができなくなったとき。 

(6) この契約の締結若しくは履行又は入札に関し、不法の行為又は札幌市契約規則に違反

する行為をしたとき。 

(7) 第３条の規定に違反し、発注者の承諾を得ずにこの契約から生じる債権を譲渡したと

き。 

(8) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者

を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は営業所（常時契約を締結す

る事務所をいう。）の代表者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が団体で

ある場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号に

おいて同じ。）が、暴力団（札幌市暴力団の排除の推進に関する条例（平成 25 年条例

第６号）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）又は暴力

団員（札幌市暴力団の排除の推進に関する条例第２条第２号に規定する暴力団員をい

う。以下この号において同じ。）であると認められるとき。 

ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 

ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認め
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られるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

していると認められるとき。 

ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。 

へ 暴力団又は暴力団員に、この契約から生じる債権を譲渡したことが判明したとき。 

(9) 前各号に掲げる場合のほか、発注者が前項の催告をしても、契約の目的を達するのに

足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき、又は契約を継続し難い重大

な事由があると認められるとき。 

３ 第１項又は前項の規定により契約が解除された場合については、受注者は、発注者にその

損害の賠償を求めることができない。 

４ 第１項各号又は第２項各号（第８号を除く。）に定める場合が、発注者の責めに帰すべき

事由によるものであるときは、発注者は、第１項又は第２項の規定による契約の解除をする

ことができない。 

（契約が解除された場合等の賠償金） 

第 13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、発注者は、契約金額の 100 分の 10

（発注者に生じた実際の損害額が当該金額を超過する場合は、当該損害額）に相当する金額

を賠償金として請求することができる。 

 (1) 前条第１項又は第２項の規定によりこの契約が解除された場合 

 (2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注

者の債務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16 年法律第

75 号）の規定により選任された破産管財人 

  (2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成 14 年法

律第 154 号）の規定により選任された管財人 

 (3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成 11 年法

律第 225 号）の規定により選任された再生債務者等 

３ 第１項の場合において、第２条の規定により契約保証金が納付されているときは、発注者

は、当該契約保証金をもって第１項の賠償金に充当することができる 

（発注者に対する損害賠償） 

第 14条 受注者は、この契約の履行に当たり、受注者の責めに帰すべき事由により発注者に

損害を与えた場合には、前条の規定に基づき損害を賠償する場合を除き、発注者の定めると

ころにより、その一切の損害を賠償しなければならない。 

（契約保証金の返還等） 

第15条 発注者は、契約期間が満了したときは、契約保証金を返還しなければならない。 

（裁判管轄） 

第16条 この契約に関する訴訟は、発注者の所在地を管轄する裁判所に提訴する。 

（その他） 

第17条 受注者は、この約款に定める事項のほか、札幌市契約規則及び労働基準法（昭和22年

法律第49号）、最低賃金法（昭和34年法律第137号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）

その他の労働及び社会保険に関する法令を遵守するものとする。 

２ この約款に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、発注者と受注者とが

協議のうえ定めるものとする。 
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